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午後３時 開議 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいまから、会議を再開いたします。 

 ただいまの出席議員数は、全員の 7 人です。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 1 「委員会報告」 

 議会の運営について、議会運営委員長から報告をいただきます。 

 大西 功 議会運営委員長。 

 

〇議会運営委員長（大西 功君） 令和 6 年下川町議会定例会 9 月定例会議の運営につ

いて、9 月 18 日に開催いたしました議会運営委員会の審議結果について報告いたしま

す。 

 当日は、今定例会議最終日の追加提案事項について審議を行いました。 

本日追加提案される議会提案は 6 件で、内容は、委員会報告 1 件、委員会審査報告 2

件、意見書 1 件、議長発議 2 件であります。 

 次に、提案議案等の審議要領等についてでありますが、議会提案の 6 件については、

提案日に本会議において報告、審議を行うことといたしました。 

 以上、議会運営委員会における審議結果報告といたします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 以上で委員会報告を終わります。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 2 認定第 1 号「令和 5 年度下川町各種会計歳入歳出決

算認定について」及び、日程第 3 認定第 2 号「令和 5 年度下川町公営企業会計決算認定

について」を一括議題といたします。 

 本案については、決算認定特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

奥崎裕子 決算認定特別委員長。 

 

○決算認定特別委員長（奥崎裕子君） 今定例会議において当委員会に付託を受けました、

認定第 1号 令和 5年度下川町各種会計歳入歳出決算認定について及び、認定第 2号 令

和 5年度下川町公営企業会計決算認定について、当委員会における審査の経過と結果を一

括して報告します。 

 審査に当たっては、提出された決算書、決算書附属資料、主要な施策の成果に関する報

告書などの資料を基に、歳入では「収入の確保に努めているか」、「その成果は上がってい

るか」、また、歳出では「予算が目的どおりに適正で効果的に執行されているか」、「費用対

効果・行政効果が発揮されているか」などに着目し、冒頭に副町長から各種会計の決算の

ポイント、会計管理者から決算の要旨について説明を受けました。 

令和 5 年度一般会計の決算状況は、歳入が 56 億 7,280 万 1,000 円で前年度と比較して



2 

 

6.9％、歳出が 55 億 2,346 万 5,000 円で前年度と比較して 5.7％とそれぞれ減少し、差引

額が 1億 4,933万 6,000円となっています。 

歳入では、前年度と比較して町税が 4.7％増加した一方で、地方交付税は 2.1％、国・道

支出金は 30.7％とそれぞれ減少しています。これは地方創生推進交付金を受けて実施する

事業が減少したことや畜産クラスター事業に係る交付金などの減額によるものです。また、

町債は公営住宅建設事業債の増加により 7.5％増加しています。 

 歳出では、投資的経費は畜産クラスター事業の終了により前年度と比較して 23.9％減少

し、義務的経費は 2.8％減少しています。 

 財政構造としては、経常収支比率は 1.1％減少し、実質公債費比率は 0.5％、将来負担率

は 1.7％とそれぞれ増加しています。 

また、基金現在高は 5年連続増加しており、特別会計を含めた基金現在高は 20憶 4,636

万 3,000円となっています。 

 次に、各種特別会計及び公営企業会計ですが、下水道事業特別会計の決算状況は、浄化

センター汚泥処理設備等改修工事などの事業費の増加により、歳入が 3 億 4,517 万 8,000

円で前年度と比較し 86.0％、歳出が 3 億 3,758 万円で前年度と比較し 86.7％とそれぞれ

増加しました。 

 簡易水道事業特別会計の決算状況は、下川浄水場建設事業に係る事業費の増加により、

歳入が 15 億 1,788 万円で前年度と比較し 193.4％、歳出が 15 億 1,490 万 4,000 円で前年

度と比較し 194.9％とそれぞれ増加しました。 

介護保険特別会計介護保険事業勘定の決算状況は、歳入が 4億 8,911万 4,000円で前年

度と比較し 4.6％、歳出が 4 億 5,417 万 7,000 円で前年度と比較し 4.1％とそれぞれ減少

しました。 

同会計の介護サービス事業勘定の決算状況は、歳入が 3億 2,708万円で前年度と比較し

15.1％、歳出が 3 億 2,237 万 3,000 円で前年度と比較し 15.3％とそれぞれ減少しました。 

 国民健康保険事業特別会計の決算状況は、歳入が 3億 8,830万 3,000円で前年度と比較

し 14.3％、歳出は 3億 8,650万 3,000円で前年度と比較し 14.2％それぞれ減少しました。 

 後期高齢者医療特別会計の決算状況は、歳入が 6,376万 4,000円で前年度と比較し 0.1％

減少し、歳出が 6,366万 5,000円で前年度と比較し 0.3％増加しました。 

 病院事業会計の決算状況は、収益的収支の収入が 5億 2,455万 5,000円で前年度と比較

し 1.5％減少し、支出が 5 億 5,295 万 3,000 円で前年度と比較し 0.4％増加し、純損失は

2,839万 8,000円となっています。 

その後、所管課ごとに担当課長などから説明を受け、その内容と質疑などの委員間討議

の結果をもとに、次の三つの点について、理事者へ見解を求めました。 

 1点目の基金の将来的な投資計画については、「20億円を超えた基金については、老朽化

する役場・消防庁舎などの施設の更新だけでなく、地域課題である農林商工業の振興、人

材確保、子育て・福祉分野などの多岐にわたる課題の解決にも基金を使いながら、できる

だけ基金を増やしていく考えをもって進めていく。」 

 2点目の庁舎等の公共施設の更新の考え方については、「役場・消防庁舎については、耐

震化等による長寿命化は難しいと考えている。都市・防災機能などの複合施設も視野に入

れ、施設の場所も含めて様々な角度から、先送りせず早い時期に町民とともに考え進めて
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いく。」、「あけぼの園や山びこ学園などの福祉施設については、福祉医療連携会議で課題等

を調査し議論を行っている。利用動向や働き手の確保、経営分析などの予測を立て、戦略

的縮小も視野に総合的に判断していく。」 

 3点目のふるさと納税の今後の考え方については、「町内企業とも連携し、体験型など返

礼品のメニューを拡充させていく。」、「企業版ふるさと納税の獲得のためには、企業と良好

な関係を築くことが重要だと考える。林産業や森林の二酸化炭素吸収によるカーボンニュ

ートラルなど地域資源をいかした取り組みや、下川町の課題を知ってもらえるよう進めて

いく。」 

以上の見解が示されました。 

その後の委員間討議では、「不用額は昨年度に比べ減少しており、一定程度評価できる。

今後においても執行見込みを的確に把握し、多額の不用額が出ないよう努めていただきた

い。」、「積年の課題である人材確保については、待遇改善や有効な施策を検討すべきであ

る。」などの意見がありました。 

 令和 5年度の予算に計上された各種の事務事業及び予算の執行状況は、おおむね適正に

執行されており、理事者に求めた見解の 3点についても明確な回答がありました。今後も、

町民のニーズに対応した公共施設の統廃合、予算の適正な執行、福祉・医療施設の経営改

善や各種産業の人材確保等に向けた新たな仕組みづくり・制度づくりなどに対して注視す

るとともに、期待するものであります。 

 以上、審査の結果として、当委員会は、令和 5年度下川町各種会計歳入歳出決算及び公

営企業会計決算について、基本的に予算の目的に沿った効率的な運用が図られているなど、

付された事件は認定すべきものと決定しましたので、議員各位の御協賛をお願い申し上げ、

審査の経過と結果についての報告とします。 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいま報告がありましたが、これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） ないようですので、次に原案に賛成者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第 1号を採決します。 
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本案に対する委員長の報告は、認定です。 

 認定第 1号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 全員起立です。 

 したがって、認定第 1号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、認定第 2号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定です。 

 認定第 2号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 全員起立です。 

 したがって、認定第 2号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 4 会議案第 5 号「国土強靱化に資する社会資本整備等

に関する意見書」を議題といたします。 

 本案について、提案趣旨の説明を求めます。 

 提出者議員 5番 大西 功 議員。 

 

○5 番（大西 功君） ただいま議題となっております、会議案第 5 号 国土強靱化に資

する社会資本整備等に関する意見書の提案趣旨を申し上げます。 

本案は、斉藤好信 議員を賛成者議員として提案するものであります。 

北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、我が国の食料供給を担うとともに、本道特

有の歴史・文化や気候風土などの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可

能な活力ある北海道の実現を目指しています。 

こうした中、地域の産業を支える本道の道路を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自

然災害や巨大地震等のリスクが増大するなど、防災・減災、国土強靱化の取り組みが喫緊

の課題になるとともに、道路施設の老朽化や通学路等の安全対策が大変重要となります。 

今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関する地域が持つ潜在力が最大限発揮

されるよう、北海道を支える基盤の確立に向け、物流や観光を支える道路の整備が不可欠

であり、加えて積雪寒冷地の本道においては、安定的な除排雪体制の確保など、冬期間の

住民の安心・安全を図ることが必要です。 

そのため、地方財政が依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水準が上昇する中、

道路整備・管理に必要な予算を安定的に確保することが重要であります。 

よって、国においては、本年発生した能登半島地震や切迫する日本海溝、千島海溝沿い

の巨大地震を踏まえ、高規格道路から市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策など、国

土強靱化の取り組みをより一層推進するため、次の六つの事項について、特段の措置を講

ずるよう強く要望するものであります。 
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なお、要望項目、根拠法令、提出先は、御手元の意見書案のとおりとなっております。 

つきましては、議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（我孫子洋昌君） ただいま提案趣旨の説明がありましたが、これから質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） ないようですので、次に原案に賛成者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 討論なしと認めます。 

これから、会議案第 5号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 全員起立です。 

 したがって、会議案第 5号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 5 「議員研修会への派遣について」を議題といたしま

す。 

 議会運営委員会から、東神楽町
ひがしかぐらちょう

で 10 月 22 日に開催される「上川管内町村議会議員研

修会」に出席のため、議員派遣の申し出がありましたので、これを承認することに御異議 

ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 異議なしと認めます。 

 したがって、上川管内町村議会議員研修会に、議員派遣とすることに決定いたしました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 日程第 6 「休会中の調査の申し出について」を議題といたし
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ます。 

 総務産業常任委員会から、道外所管事務調査として、9 月 30 日から 10 月 3 日までの 4

日間、岡山県奈義町
なぎちょう

における「少子化対策・子育て支援施策」について、鳥取県大山町
だいせんちょう

に 

おける「議会だよりの編集」について、並びに鳥取県日吉津村
ひ え づ そ ん

における「子育て支援施策 

と人口増の取り組み」について、及び町内所管事務調査として、10月 15日から 16日の 2

日間、「各種事務事業の執行状況」及び「施設の維持管理状況」について、休会中の調査に

したいとの申し出がありましたので、これを承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（我孫子洋昌君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、休会中の調査とすることに決定いたしました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は、全

て終了いたしました。 

 これをもって、令和 6年下川町議会定例会 9月定例会議を閉会いたします。 

 

午後３時２１分 閉会 

 

○議長（我孫子洋昌君） 町長から申し出により、挨拶があります。 

 

〇町長（田村泰司君） 9月定例会議の閉会に当たりまして、御挨拶申し上げます。 

議員各位には、時節柄大変御多用のところ、本定例会議に御出席を賜り、9 月 9 日から

長期間にわたり精力的に御審議いただき、提案させていただいた全ての議案についてお認

めいただきましたことに、心から感謝を申し上げます。審議中、御示唆いただいた事項に

十分留意するとともに、一般質問で頂いた御意見等を踏まえて、年度の後半に向かって着

実に実行してまいります。また、決算認定特別委員会で頂いた御意見等を踏まえて、各種

事務事業の実行や総合計画の見直し等に反映してまいりたいと存じますので、変わらぬ御

指導のほどお願いを申し上げます。 

結びに、暑かった夏も終わり、日を追うごとに肌寒くなる季節となりました。皆さまに

は体調管理に御留意いただき、御健勝で過ごされますことを御祈念申し上げ、閉会の御挨

拶に代えさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 

○議長（我孫子洋昌君） 本日は、以上をもって散会とします。お疲れさまでした。 


